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老 発 第  509号

平成 12年 6月 1日

国税庁課税 部長 殿

厚 生省老人保健福祉 局長

介護保険制度下での居 宅サー ビスの対価 に
係 る医療費控 除の取扱 いについて (照会)

在 宅介護 サ ー ビス.(在宅入浴 サー ビスを含む。以下同 じ。)の 対価 に,. 係 る医療費控 除 の取扱いについては、「医療費控除の対象 となる在宅療
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112年 4月 1日 か らの介護保険法 (平
成9年法律第123号 。以下 「法」という。)の施行によりt法第7条
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国人ごとに、「居宅サービス計画」(法
第7条第18項 に規定する 「居宅サービス計画」をいぅ。)を 作成し、
これ に基 づい て、各種の居宅サー ビスが提供 され るよ うになった。

また、法第 2条 第 2項 において、介護保険サー ビスは、「医療 との連
携に十分配慮して行わな

:け
ればならなぃ」とされ、居宅サァビ不計画

の策定過程等を通じて医療や保健との連携が図られる:
こうしたことから、介護保険制度の施行に伴い、同制度の下で提供

される居宅サービスの対価に係る医療費控除の撃扱ぃについて、下記
のとおりと考えるが、貴庁の見解を承りたく照会する。      |
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記              :

在宅介護サー ビスについては、 これまで、傷病 に よ り寝たきり等の

状態にある者が、在 宅療養 を行 うため、医師の継続 的な診療 を受けて

お り、かつ、一定の在宅介護サー ビスの供給主体が、その医師 と適切

な連携をとつて在宅介護 サ‐ ビスを提供 した場合 の、その在宅介護 サ
ー ビスを受 けるために要す る費用 については、「療養上 の世話 を受ける

ために特に依頼した者による療養上の世話の対価」として医療費控除
の対象 とされて きた ところである。

これまでのこ うした取扱い と介護保険制度 にお ける居宅サー ビスの

提供方、法を勘案すれ ば、介護保険制度の下で提供 され る居宅サービス

の うち、「療養上 の世話 を受けるために特に依頼 した者 による療養上の

世話の対価」 として、 1の 対象者 について、 2の 対象 となる居宅サー

ビスに係 る 3の 対象費用の額が、「療養上の世話 を受 けるために特に依

頼 した者 による療養 上の世話の対価」 として医療費控除の対象 となる

金額 と解 され る。
また、当該居 宅サー ビスがt法 第 43条 又は第 55条 に規定する居

宅介護 (支援)サ ー ビス費等に係 る支給限度額の範 囲内で提供 され る

ものであれば、 当該者の病状に応 じて一般的に支 出 され る水準を著 し

く超 えない ものであ ると解 され る。

1 対 象者
次の (1)及 び (2)の いずれの要件 も満たす者     :

(1)法 第 7条 第 18項 に規定す る居宅サ∵ ビス計画 (介護保険法施

行規則 (平成 11年 厚生省令第 36号 。以下 「規則」とい う。)第

64条 第 1号 ハ (第 85条 において準用 され る場合 を含む。以下

同じ。)に 規定す る 「指定居宅サ∵ ビスの利用 に係 る計画」 (同号

ハの市町村への届出が受理 されているものに限 る。)を 含む。以

下、 「居宅サニ ビス計画」 とい う。)に 基づいて、居宅サー ビスを

利用す るこ と。

(2)(1)の 居 宅サー ビス計画に次 に掲げる居宅サァ ビスのいずれか

:  が 位置付 け られ ること。

イ 法 第 7条 第 8項 に規定す る訪問看
‐
護

口 法 第 7条 第 9項 に規定す る訪問 リバ ビ:リテーシ ョン

ハ 法 第 7条 第 10項 に規定す る居宅療養管理指導
二 法 第 7条 第 12項 に規定す る通所 リィヽ ビリテー シ ョン

ホ 法 第 7条 第 14項 に規定す る短期入所療養介護

(注)イ については、老人保健法及び医療保険各法の訪問看護療

養費の支給 に係 る訪問看護 を含む。

2 対 象 とな る居宅サー ビス    :

1の (2)に 掲 げる居宅サー ビス と併せて利用す る次に掲げる居
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宅サー ビス

(1)法 第 7条 第 6項 に規定する訪問介護
ただ し、指定居宅サー ビスに要す る費用の額 の算定 に関する基

準 (平成 12年 厚生省告示第 19号 )別 表指定居宅サー ビス給付
費単位表 1訪 問介護費 口に掲げる家事援助が中心である場合を除
く。

(2)法 第 7条 第 7項 に規定する訪問入浴介護      、
(3)法 第 7条 第 11項 に規定す る通所介護
(4)法 第 7条 第 13項 に規定す る短期入所生活介護
:(注 )1の (2)の イか らホに掲げる居宅サー ビスに係 る費用にう

いては、 1の 対象者の要件 を満たすか否かに関係 な く、利用者
の 自己負担額全額が医療費控除の対象 となる。

3 対 象費用の額
2に 掲 げる居宅サー ビスに要す る費用 (法第 41条 第 4項 第 1号

若 しくは第 2号 又 は法 53条 第 2項 第 1号 若 しくは第 2号 に規定す
る 「厚生大臣が定 める基準により算定 した費用の額」をい う。)に
係 る自己負担額
(注)自 己負担額 とは、次に掲げる場合 の区分に応 じそれぞれ次に

・

掲 げ る額 をい う。
(1)指 定居宅サー ビスの場合

指定居宅サー ビス等の事業の人員、設備及び運営に関す る
基準 (平成 11年 厚生省令第 37号 。以下 「基準省令」 とい
う。)第 2条 第 4号 に規定す る居宅介護サー ビス費用基準額か
ら法第 41条 第 4項 に規定す る居宅介護サー ビス費の額を控

:除 した額又 は基準省令第 2条 第 7号 に規定す る居宅支援サー

ビス費用基準額か ら法第 53条 第 2項 に規定す る居宅支援サ
‐ ビス費の額を控除 した額

(2)基 準該 当サー ビスの場合
指定居宅サー ビスの場合 に準 じて算定 した利用者の自己負

担額

4 領 収証
法第 41条 第 8項 (第53条 第 4項 において準用する場合を含む。)

及び規則第 65条 (第85条 において準用す る場合を含む。1)に規定
す る領収証 に、 3の 対象費用の額 を記載す る3(別 紙様式例参照)

なお、既 に発行 した領収証がある場合や介護保険施行後、当面 こ
の様式例 に依 り難い場合においては、法第 41条 第 1項 に規定する
指定居宅サー ビス事業者又は法第 42条 第 1項 第 2号 に規定す る基
準該 当居宅サー ビスを提供す る事業者は、領収証のほかに、利用者
が医療費控除を受 ける場合の、確定申告書に添付又は確定 申告の際
に提示す る書類 として、居宅サー ビス計画を作成 した事業者名及び
医療費控除の対象 となる金額 を記載 した書面を交付す る。



(様式例)
居宅サTビ ス利用料領収証

(平成 年  月 分)

(注)
1費
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料についても併せて記入してください。
5 医 療費控除を受ける場合、この領収証を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示してください。
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利用者氏名

費用負担者氏名 続柄

事業所名及び住所等
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NO サー ビス内容/種類 単 価 回数
甲J用 者 貝 理 韻 (保 阪

対象分)

① 円

② 円

③ 円

④ 円

⑤ 円

N0 その他費用 (保険給付対象外のサー ビス) 単 価 回数 利用者負担額

① 円

② 円

③ 円

領収額       I        円
年月日

平成  年   月   日

Z悪憲蜃轟
程際の対象

1        円
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平成12年6月 8日

厚生省老人保健福祉局長 殿

国 税 庁 課 税

介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに

ついて (平成12年6月 1日付老発第509号照会に対する回答)

標題のことについて.は、貴見のとお りで差し支えあ りません.
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